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普
天
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飛
行
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五
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停
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等
に
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す
る
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問
に
対
し
、
別
紙
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弁
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を

送
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る
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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
「
普
天
間
飛
行
場
の
五
年
以
内
運
用
停
止
」
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

米
側
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
普
天
間
飛
行
場
に
お
い
て
は
、
Ｃ
Ｈ
五
三
が
十
二
機
、
Ａ
Ｈ
一
が
十
二
機
、
Ｕ
Ｈ
一
が
六
機
、

Ｍ
Ｖ
二
二
が
二
十
四
機
、
Ｃ
一
二
が
一
機
、
Ｃ
三
五
が
三
機
及
び
Ｋ
Ｃ
一
三
〇
が
十
五
機
配
備
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

り
、
米
軍
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
）
の

目
的
達
成
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
航
空
機
に
よ
る
飛
行
訓
練
等
を
行
っ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日
の
沖
縄
政
策
協
議
会
に
お
け
る
沖
縄
の
負
担
軽
減
に
関
す
る
仲
井
眞
沖

縄
県
知
事
か
ら
の
要
望
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
十
八
日
の
普
天
間
飛
行
場
負
担
軽
減
推
進
会
議
に
お
い
て
、
普

天
間
飛
行
場
が
移
設
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
同
飛
行
場
の
危
険
性
の
除
去
を
中
心
と
し
た
負
担
軽
減
は
極
め
て
重
要
な
課
題
で

あ
る
と
の
認
識
を
沖
縄
県
と
の
間
で
共
有
す
る
な
ど
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
当
該
会
議
等
を
通
じ
て
同
県
の
意

向
を
把
握
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
当
該
要
望
に
つ
い
て
は
、
米
国
を
始
め
、
相
手
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
、

そ
の
実
現
に
向
け
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
く
考
え
で
あ
る
。


